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女性デジタル人材育成・活躍支援業務委託仕様書 

 

１ 委託業務名 

女性デジタル人材育成・活躍支援業務委託（以下「本業務」という。) 

 

２ 背景・目的 

これまで県では、企業の生産性向上に不可欠なデジタル化を促進するため、令和３

（2021）年に「とちぎビジネスＡＩセンター」を設置し、「普及啓発」「相談対応」「人材

育成」「導入支援」の４つの柱を掲げ、県内企業におけるＡＩ等の導入・活用支援や、デ

ジタル人材の育成などに取り組んできたところである。 

このような中、国では、令和４（2022）年 12 月に閣議決定した「デジタル田園都市国

家構想総合戦略」において、「デジタル人材の育成・確保」を掲げるとともに、「女性デジ

タル人材育成プラン」に基づき、就労に直結するデジタルスキルの習得支援及びデジタル

分野への就労支援を集中的に推進していくこととしている。 

このため、本県においても、時間的・場所的な制約を受けずに受講できる e-ラーニン

グ等を通じたデジタル技術の習得、さらには希望する就業の実現を支援することにより、

女性の幅広い分野での活躍を促進し、企業のデジタル化の推進及び本県経済の活性化に

つなげていくものである。 

 

３ 委託期間 

契約締結の日から令和６（2024）年３月 22日（金）まで 

 

４ 委託業務の内容 

受託者は、本県の立場に立ち、以下の項目を誠実に履行するとともに、業務全体を主体

的に遂行すること。 

 （１）講座の企画・提案・実施 

女性デジタル人材の育成・活躍支援に向けた講座について、次のとおり企画・提案・

実施すること。 

  ア 受講対象者 

    受講対象者は次のとおりとする。 

a. 県内在住の未就労・非正規雇用の女性 

b. 県内中小企業に勤務する女性 

c. 本県への移住や就職を考えている県外の女性 

イ 講座内容 

 ・４（１）ア a.～c.に該当する女性を対象に、民間事業者が提供する e ラーニング

コンテンツを活用したデジタルスキル習得のためのカリキュラム及び講座構成
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（時間、コマ数等を含む）を企画・提案し、実施すること。  

  なお、想定されるデジタルスキルは以下のとおり。 

 ＜想定されるデジタルスキル＞ 

・デジタルマーケティングやｅコマース等に取り組むための知識やスキル 

・特定の顧客管理システムを活用したマーケティング、営業、システム管理等を

行う知識やスキル 

・社内の業務改善システムを制作する知識やスキル 

・動画編集やＨＰ制作に関する知識やスキル 

   ・受講者に受講費以上の金銭的負担が生じないよう、必要なソフトウェアは基本的に

フリーソフトや一定期間無償利用が可能なソフトウェアを用いてできるよう留意

すること。 

・講座の内容は、単なるアプリケーションソフトの操作方法とはしないこと。 

 ・栃木県内の求人情報や企業のニーズ、受講者の興味に応じて選択が可能で、かつ段

階的に学習を進めることができるカリキュラム構成とすること。 

  ・ライブ配信や集合形式での講座等を行う場合は、当日の欠席者や復習用に動画を作

成し、オンデマンドで配信すること。 

 ・受講者の就労等の状況に応じて、次に掲げる事項を達成できるよう、講座の企画・

運営に最大限の工夫を行うとともに、その実効性についてデータや他の事例等を

用いて明らかにすること。 

  ＜受講者の就労等の状況に応じた工夫の観点＞ 

・４（１）ア a.においては、就労や正規雇用へとつながる内容であること 

・４（１）ア b.においては、就業先のデジタル化やＤＸを推進できる人材へと

ステップアップできる内容であること 

・４（１）ア c.においては、本県への移住や就職につながる内容であること 

ウ 受講者数 

受講者数は、７（１）ア～エに掲げる目標値の考え方を参考に、費用対効果等を踏ま

え、最も効果的と考える人数を設定すること。ただし、下限は 80 名とし、４（１）ア

b.に該当する者は、全受講者数の５割以内とすること。 

エ 受講料の徴収 

受講者の能動的な受講を促すため、受託者において受講者から（４（１）ア b.の場

合は中小企業から）一定の受講料を徴収すること。 

なお、受講料の一部を委託料から補填することができる（受講料の２分の１を上限）。

委託料から補填する場合は、補填する額の上限を示すこと。 

   予め示した目標人数を下回った場合には、受講者数に応じて受講料補填分を精算す

ることとする。 
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（２）ポータルサイト（動画配信システム）の構築・運営等  

講座案内、ユーザー登録、講座の選択・視聴、確認テスト等を実施できるポータルサ

イトの構築・運営を行うこと。効果測定のため利用者の属性や視聴ログなども把握でき

るようにすること。（ポータルサイトを開設するに当たってのドメインの取得、サーバ

の確保を含むシステム構築、デザインの作成、ページ構成、運用マニュアルの作成、当

該システムの操作方法、保守・管理・運用までを含めた業務全般を含む。） 

なお、以下の端末ＯＳ及びブラウザで利用可能なものとすること。  

 

ア ポータルサイトのデザイン・設計 

・「デジタル技術」に初めて触れる女性が気軽に受講したくなるデザインとすること。 

・申込者や受講者が、直感的かつ容易に閲覧・操作できるサイトとすること。 

・受講に当たっては、最小限の操作、入力等で動画の視聴や確認テストなどの作業が

できるようにすること。 

・ウェブアクセシビリティについて、日本工業規格 JIS X 8341-3:2016 に規定する

適合レベル A 及び AA に可能な限り配慮しながら作成するよう努めること。 

イ 受講登録によるＩＤ・パスワード発行 

・より多くの受講者を獲得するため、簡単な登録で受講ができるよう、Eメールアド

レスのほか、申込者本人を特定できる必要最小限の情報での登録を可能とするこ

と。 

・登録に当たっては、申込者が入力を間違えないようなデザイン等とし、確認画面等

を設けるなど、入力の取消し、修正等が容易にできるようにすること。 

・登録完了メールを送付するなど、申込者が、登録が確実にされたことを確認できる

ようにすること。 

ウ 受講者管理機能 

受講者の個人情報の収集、本人及び受託者による受講状況の確認機能、受託者によ

る複合条件検索による受講者リスト抽出・出力機能、一斉通知機能等を設けること。 

エ お知らせ機能 

・トップページ（ログイン前）と受講者向けトップページ（ログイン後）にそれぞれ、

新着情報等を掲載すること。 
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オ 動作環境の構築、保守・運用 

・受託者はポータルサイトの構築・運営等に必要なドメイン、レンタルサーバ等を確

保し、セキュリティ対策や保守管理等を行うこと。 

・ドメインやサーバの取得に際しては、事前に県と協議すること。 

・レンタルサーバは、容量その他サイト運営に必要なスペックを考慮したものとする

とともに、高いセキュリティ対策等が実装されているサービス提供者を選定する

こと。 

・システムの運用時間は、24時間 365 日（閏年は 366 日）を前提とすること。 

 

（３）事務局・受講者サポート体制の構築・運営 

オンライン講座は時間と場所を選ばず受講が容易である一方、継続率が低くなる傾

向があることから、より多くの受講者が講座を継続して受講できるよう、手厚いサポー

ト体制を整えること。 

なお、それぞれの役割分担を明確にすること。 

ア 事務局 

事務局は、受託者の事業所内に設置し、スタッフを配置するなど、受講者が適宜問

合せ可能な体制を準備すること。 

イ 質問・サポート窓口 

サポート方法は、メール、電話、ＦＡＸ、ＳＮＳ等の手段で実施し、つながりにく

いといったことがないよう適切な対応時間を設け、適切な人数で運営すること。 

ウ ライブ配信時のサポート 

ライブ配信による講座を実施する場合は、理解度の違いなどで講座についていけ

ない受講者が発生しないよう、進行を確認しながら、受講者に対し個別にサポートす

るサブ講師的な役割のスタッフを適切な人数配置すること。 

 

（４）広報の企画・提案・実施 

受講者を獲得するための効果的な広報を企画・提案・実施すること。 

ア チラシの作成及び配布 

・県と調整の上、チラシを 2,000 枚程度作成し、県と協力して広報を実施すること。 

  ・実施時期、配布先については、県と協議の上実施すること。 

イ その他 

   ・ＳＮＳ、メルマガなど、４（１）ア a.～c.への周知に効果が見込まれる広報（セミ

ナー開催による周知等）についても、県と協議の上、実施すること。 

   ・広報物は、県が校了の判断を行うまで校正すること。 

・広報物は、印刷物と共に電子データ（編集可能な形式を含む）を県に納品すること。 
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（５）講座実施前後を含む受講者フォローアップ 

・受講生（企業）へアンケート調査及び受講生の状況に応じたフォローアップを実施す

ること。ただし、４（１）ア b.に対するフォローアップについては、転職を促すよう

な支援とならないよう留意すること。想定されるフォローアップの内容は以下のと

おり。 

＜受講者の状況に応じたフォローアップの例＞ 

・４（１）ア a.においては、企業とのマッチング支援、就業支援ＷＥＢサイト等

への登録支援、企業との面談に向けたサポート等 

・４（１）ア b.においては、県で実施する企業を対象としたＤＸ推進に係る施策

への誘導等 

・４（１）ア c.においては、本県の移住情報サイトや就職支援サイトへの誘導等 

 

５ 業務実施体制・業務条件等 

業務実施体制・実施要件等について、次のとおり対応すること。 

（１）業務実施体制 

・受託者は、本業務の遂行に必要な人員を配置し、実施体制を整えること。 

・実施体制には、業務の運営に加え、連絡、個人情報の管理、危機管理等の対応を含む。 

・受託者は、本業務を統括し、県との連絡調整・情報共有、業務全体の進捗・課題管理、

個人情報の管理、危機管理対応を行う業務責任者を設置すること。 

・県が、業務の進捗状況や業務内容について支障があると判断した場合、実施体制を含

め速やかに対応策を検討すること。 

（２）業務条件 

・契約後速やかに、県、受託者によるキックオフミーティングを開催し、実施計画書を

もとに体制、スケジュール、役割分担について県へ提示・説明を行うこと。特に体制、

スケジュール、役割分担について県へ提示・説明を行うこと。 

・ミーティングの実施調整、進行及び議事録作成は受託者側で実施すること。 

・県担当者と開催した会議については、速やかに議事録を作成し提出すること。 

・業務完了までの進捗管理、工程管理を行い、県担当者へ随時、報告を行うこと。 

 

６ スケジュール 

４に掲げた委託業務の実施に係るスケジュールを策定すること。 

なお、詳細は、県と受託者の協議によって決定する。 
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 ＜スケジュール想定＞ 

 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

企画提案・HP 等準備            

事務局運営            

広報（参加者募集）            

カリキュラム受講            

受講者フォロー            

受講者アンケート            

 

７ 目標管理・実績報告 

（１）目標管理 

受託者は、県が本業務遂行上、設定した目標値について共同で管理し、月例業務報告

書を提出する。目標値は次のとおり。 

ア 本事業の受講者数 

180 名（参考値） 

※受講者数は、費用対効果等を踏まえ、最も効果的と考える人数を設定することも

可とする。ただし、下限は 80名とし、４（１）ア b.に該当する者は、全受講者

数の５割以内とすること。 

イ 本事業によりデジタルリテラシー向上が図られた人数（カリキュラム完遂者数） 

７（１）アにおける受講者数の約６割を想定 

ウ 本事業により就業等に向け行動を起こした人数（ハローワークやマッチングサイ

トへの登録、栃木県への移住に関する相談等） 

  ７（１）イのうち、４（１）ア a.及び c.に該当する受講者の約５割を想定 

エ 企業との面談等の実施者数 

７（１）ウの約 1割を想定 

（２）実績報告 

・毎月の新規登録者数や各コース、各レベルの受講・修了状況等、広報の実施結果など

は月例業務報告書を作成し、翌月 10日（但し、令和６年３月分は令和６年３月 22日

（金））までに電子データで報告すること。なお報告書の様式は任意とし、あらかじ

め県と協議を行うこと。 

・毎月の月例業務報告書により目標値に達することが著しく困難と県が判断した場合、

受託者は、県と十分に協議し、講座内容や広報等について必要な改善策を実施するよ

う努めること。 
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８ 成果物の提出 

受託者は、本業務完了後に、本業務の実施内容を記載した業務完了報告書を県に提出す

ること。 

（１）納入期限 

令和６（2024）年３月 22日（金） 

（２）記載事項 

受託者は、記載事項については、事前に県と協議し承認を受けること。 

（３）納入形態 

紙及び電子媒体で提出すること。（電子媒体についてはウイルスチェックを行い、安

全であることを確認すること。） 

    ア 紙 

      Ａ４縦版・横書き・左綴じ ２部 

    イ 電子媒体 

      一式をＵＳＢメモリに記録して提出 

（４）納入場所 

栃木県産業労働観光部産業政策課次世代産業創造室（栃木県庁舎本館６階） 

栃木県宇都宮市塙田１丁目１番 20号 

 

９ 成果物に関する権利の帰属 

（１）受託者は、本業務に係る研修内容、研修動画、テキスト、ポータルサイト、広報物等

の成果物が第三者の所有権、著作権、肖像権等を侵害しないよう留意すること。 

（２）受託者は、成果物に第三者が権利を有する著作物（以下「既存著作物等」という。）

が含まれる場合には、当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契

約等に関わる一切の手続を行うこと。 

なお、本仕様に基づく作業に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争の原

因が専ら県の責めに帰す場合を除き、受託者の責任及び負担において一切を処理す

ること。 

（３）本業務において作成した研修内容、研修動画、テキスト、ポータルサイト、広報物等

の成果物の著作権（著作権法第 21条から第 28 条に定める全ての権利を含む。）及び

所有権は、県から受託者に対価が完済されたときに受託者から県に移転するものと

する。ただし、受託者又は第三者が従来から権利を有している固有の知識、技術に関

する権利等（以下「権利留保物」という。）については、受託者又は当該第三者に留

保するものとし、この場合、県は権利留保物について当該権利を非独占的に使用でき

ることとする。 

（４）受託者は、県に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、第三者をし

て行使させないものとする。 
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10 留意事項 

（１）受託者は、法令並びに本県の条例、規則及び規程を遵守し、県が最適な成果を得られ

るよう誠実に本委託業務を遂行すること。 

（２）受託者は、本業務の履行にあたり、県及び県の調整の下、その関係者と連携を密にし、

十分協議を行うこと。 

（３）受託者は、本業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

ただし、あらかじめ県に対し、再委託先の名称、代表者氏名、その他必要な事項を報

告し、承諾を得た場合は、この限りではない。受託者は、業務を第三者に再委託した

場合は、当該委託先に対して、本仕様書に定める受託者の義務と同等の義務を負わせ

るとともに、県に対して当該再委託先の全ての行為及びその結果についての責任を負

うものとする。 

（４）受託者は、本業務を行うにあたり、十分な知識、理解及び経験のある従事者を確保す

ること。本業務に関わる者の人事管理について一切の責任を負う。 

（５）受託者は、本業務に関わる者に対し安全衛生及びその他業務上必要な事項についての

指導・教育を徹底する。 

（６）受託者は、本業務において配置したすべての者に関して、県及び外部関係者等により

当人の適性に疑義が呈された場合、改善に向けて必要な措置を講じること。 

（７）受託者及び本業務に関わる者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、

本業務終了後も同様とする。 

（８）本業務に係る全ての経費は契約額に含むこととし、本仕様書において特別、県が負担

する又は無償とする旨の記載がある場合を除き、原則受託者の負担とする。 

（９）本業務は、国の交付金を活用した事業であり、会計検査院の実地検査等の対象となる

ことから、会計帳簿等は事業終了後５年間保管すること。 

（10）本業務の実施における危機管理体制（緊急連絡網等）については、本業務開始時に県

へ報告する。受託者は、危機管理体制に基づき、遅滞なく県に報告し、対応策実施の

指示を仰ぐこと。 

（11）本業務が完了した際は、作成した資料一式を編纂し、県に提出すること。 

（12）受託者は、本業務の履行にあたり、自己の責めに帰する事由により県に損害を与えた

ときは、その損害を賠償しなければならない。 

（13）受託者は、本業務の履行にあたり、受託者の行為が原因で第三者その他に損害が生じ

た場合には、その賠償の責めを負うものとする。 

（14）本仕様書に定めるものの他、受託者の企画提案書に記載されている事項についても、

適切に履行すること。 

（15）本仕様書に定めのない事項その他の本業務の進め方等について調整や疑義が生じた

場合は、その都度、県と十分な協議をした上で実施すること。 

 


